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新市場拡大措置検討小委員会・報告書（案）
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Ⅱ．欧米諸国における導入・実施状況
Ⅲ．新たな市場拡大措置の類型別評価
Ⅳ．我が国の実情に即した新たな市場拡大措置のあり方
Ⅴ．おわりに

はじめに

新エネルギーは、環境へ与える負荷が小さく、資源制約の少ない国産エネル
ギー、又は石油依存度の低下に資する石油代替エネルギーとして、エネルギーの
安定供給の確保、地球環境問題への対応、及び新規産業・雇用の創出に資する等
の意義を有することから、従来より官民を挙げてその開発と導入の促進に取り組
んで来ている。

しかしながら、現時点では、その特性や、技術面、経済性などの面における課
題により必ずしも十分な普及が進展しておらず、これら課題への積極的な対応に
よる一層の導入促進が強く期待されている。

このため、平成１１年１２月 「総合エネルギー調査会（現・総合資源エネル、
ギー調査会 」の下に新たに「新エネルギー部会」を設置し、平成１３年６月、）
「今後の新エネルギー対策のあり方について」と題する同部会・報告書をとりま
とめた。

、 、同報告書においては ２０１０年度における新エネルギーの導入目標を見直し
改めて１９１０万ｋｌ（原油換算）の目標を設定するとともに、その実現に向け

、 、 、 、て ①導入段階における支援 ②技術開発・実証段階における支援 ③環境整備
④普及啓発等、⑤関係行政との連携等について、今後の基本的な政策の方向を提
言している。また、新エネルギーの定義を見直し、新たにバイオマス、雪氷冷熱
を追加すべきこと、諸外国との対比等の観点から新エネルギーに水力、地熱を加
えて「再生可能エネルギー」として整理することも適当であること等を提言して
いる。

、 、 、さらに 同報告書においては 特に発電分野における導入段階の支援について
「諸外国の実施状況も参考にしつつ、我が国の実情に即した新たな制度の導入に
向けて、早急に検討を開始することが望まれる 」旨、提言している。。

このため、新エネルギー部会の下に新たに「新市場拡大措置検討小委員会」を
設置し、平成１３年７月以降、計４回にわたり、専門家による審議を行った。

本報告書は、これらの検討の成果をとりまとめたものである。
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Ⅰ．新たな市場拡大措置の必要性
１．新エネルギーの一層の導入促進の必要性

新エネルギーは、①資源制約の少ない、国産の石油代替エネルギーであ
り、我が国のエネルギー安定供給に資すること、②エネルギー発生の過程

、 、 、において追加的なＣＯ２の排出がなく ＮＯ ＳＯ の排出が少ない等x x
化石エネルギーに比べて環境への負荷が低いクリーンなエネルギーである
こと、③太陽光発電や風力発電等の新エネルギーは、新技術の開発や新市
場の創出を通じて、経済の活性化や雇用創出に資すること等の意義を有し
ていることから、今後ともその積極的な導入促進が求められている。

また、近年は国際的に地球温暖化問題に対する関心が高まっており、１
９９７年に京都で開催された気候変動枠組条約・第３回締約国会議（いわ
ゆるＣＯＰ３）において、先進国は２００８～１２年の温室効果ガスの排
出を９０年に比べて大幅に減少（ＥＵ８％減、米国７％減、日本６％減）
させることを内容とする京都議定書について合意し、我が国はこの目標実
現のため、温室効果ガスの約８割を占めるエネルギー起源のＣＯ２の排出
について、２０１０年度に９０年度と同水準に抑制することとしている。

このため 平成１３年６月にとりまとめられた新エネルギー部会報告 今、 「
後の新エネルギー対策あり方 （以下 「新エネ部会報告書」という）に」 、
おいては、２０１０年度の新エネルギーの導入目標を、石油換算で１９１
０万ｋｌ １次エネルギー供給の約３ ２％程度 と１９９９年度現在 同（ ． ） （
１．２％）の約３倍の水準に設定し、その実現を目指すべく、必要な対応
策について提言している （上記の新エネルギー導入目標を含む日本の再。
生エネルギーの導入割合は、１９９８年度の４．９％（実績）から、２０
１０年度には６．６％へと増加する見通し ）。

欧米においても、エネルギーの安定供給（多様化）の確保や地球温暖化
問題への対応の観点等から、再生可能エネルギー（太陽光、風力等の新エ
ネルギーに、水力、地熱等を加えたもの）を促進する必要性が認識されつ
つあり、特にＥＵにおいては、２０１０年度に向けてＥＵ全体の再生可能
エネルギーの導入割合をほぼ倍増する目標（１９９８年度５．３％→２０
１０年度１１．６％）を公表している。

また、平成１３年７月にジェノバで開催されたＧ８経済サミットにおい
ても、同コミュニケにおいて 「我々は、持続可能な開発、エネルギー供、
給の多様化及び環境の保全のため、再生可能エネルギーの重要性を認識す
る。我々は、再生可能エネルギー源が我々の自国の計画において十分に考
慮されることを確保するとともに、他の国々も同様の行動をとることを奨
励する 」と明記され、再生可能エネルギーの導入促進の必要性について。
の認識が、主要国首脳より改めて表明された。
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２．新たな市場拡大措置の必要性
新エネルギー（又は再生可能エネルギー）の導入促進の必要性について

は、我が国のみならず、広く国際的に認知されつつあるが、現実の導入に
際しては、経済性（既存エネルギーに比べ、現時点ではコストが高い 、）
利用効率（エネルギー変換効率や設備利用率が低い 、出力安定性（太陽）
光や風力は、出力が自然条件に左右される）等の課題がある。

このため、我が国においても、現在実施中の導入促進策のみを前提にし
た場合には、２０１０年度の新エネルギーの導入見通しは８７８万ｋｌに
とどまるとみられ、我が国の導入目標である１９１０万ｋｌの達成を目指

、 。すためには さらに新たな導入促進策を実施していくことが不可欠である

かかる観点から、新エネ部会報告書においては、

「新エネルギーは 『発電分野』と『熱利用分野』に大別されるが 『発、 、
電分野』については ・・グリーン電力制度や国民全体の負担も念頭に、
置きつつ、さらに効果的な『新たな市場拡大措置』が必要と考えられ
る ・・欧米諸国においては、既に再生可能エネルギーによる電力の導。
入促進のために、法的措置により諸般の制度が構築されており、さらに
近年においては、一層工夫された制度の導入や検討が行われつつある。

したがって、こうした諸外国の実施状況も参考にしつつ、我が国の実
情に即した新たな制度の導入に向けて、早急に検討を開始することが望
まれる （引用部分の下線は、今回付記。以下同じ ）。」 。

と提言されており 「新たな市場拡大措置」の導入に向けて、早急な検討、
を開始することが要請された。

Ⅱ．主要各国における再生可能エネルギー電力の導入促進制度

１．主要各国における導入・実施状況
米、ＥＵ、加及び豪州といった主要先進国における再生可能エネルギー

による電力の導入促進策をみると、供給電力の約６０％を水力に依存する
加等を除く多くの国において、何らかの法的措置を整備済み又は整備に向
けて検討が行われている。

その内容を見ると、①固定価格又は公定価格（一部、変動部分を含む）
による買取義務づけ、②政府又は国営電力による一括入札と落札価格によ
る買取義務づけ、③クオータ＋証書制度（国によって呼称は異なるが、以
下「ＲＰＳ制度」という）に大別される。

※ＲＰＳ制度： 。証書を用いた再生可能Renewables Portfolio Standard
エネルギーの導入基準制度。

また、こうした法的措置のほか、④自主的な証書制度、あるいは我が国
のように、⑤自主的な固定価格買取制度（余剰電力購入メニュー）及び自
主的な証書制度を実施している国もある。
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なお 近年においては 米国 テキサス州 豪州 英国 伊 スウェー、 、 （ ）、 、 、 、
デン、ベルギー等、いくつかの国・地域において 「①固定価格による買、
取義務づけの制度」又は「②政府による一括入札と落札価格による買取義
務づけの制度」から「③ＲＰＳ制度」への移行の動きもみられる。

そこで、以下ではこれらの代表的な事例について、国別の導入事例につ
いて、検討・評価することとする。

２．各国別制度の概要と評価
（１）固定価格による買取義務づけ制度： の例独、デンマーク

①「 における固定価格による買取義務づけ制度独」
１）沿革

１９９１年１月 電力供給法において、再生可能エネルギー発電
所を電力系統に組み入れるとともに、電力会社
に対し、固定価格による買い取りを義務づけ

２０００年４月 再生可能エネルギー法 新法 施行 従来の５％（ ） 。
目標を１０％に引き上げ。また、電力会社間の
買取負担の平準化制度を導入。

２）現行制度の概要
・対象エネルギー：太陽光（出力 以下。ただし家屋用は5000kW

以下 、風力、地熱、水力（出力 以100kW 5000kw）
下 、バイオマス（出力 万 以下 、埋め立てゴ） ）2 kW
ミ又は下水汚泥からのメタン（出力 以下 、5000kW ）
鉱山ガス等。

・対象設備：設置年の制限はなし。

・目 標：２０１０年までに総エネルギー消費に占める再生可能
エネルギーの割合を倍増（１０％～１２．５％ 。）

・買取義務：電力会社（送配電事業者）は、再生可能エネルギー源
毎に政府が決定した固定価格で、発電事業者が販売を
希望する再生可能電力を購入することを義務づけ。
（発電事業者は、発電所から最も近い系統を有する電

力会社に販売）

・費用負担：すべての送電事業者間で負担を平準化した上で、電力
料金に転嫁。国による買取補助はなし。

３）現行制度の評価
１９９１年に制度が導入されて以来、独の風力発電は大幅な伸び

を示し、１９９７年以降、世界一の風力発電導入国となる等、導入
量に関しては十分な効果があった。また、２０００年の新法におい
て、風力電力を購入する電力事業者の負担平準化のスキームが導入
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されたところ、有効に機能すれば、公平性の観点から評価しうる。
他方、固定価格による買取制度では、発電事業者は買取価格が保
証されるため、投資が増加し、量産効果等により発電コストが低下
する反面、発電コストが買取価格を下回る発電事業者においては、
価格削減インセンティブが必ずしも働きにくく、例えば、非経済的
な旧式の水力発電所の事業者にも利益をもたらしたとの批判もあ
る。また、一度価格が設定されると、引き下げはなかなか困難（下
方硬直的）であり、例えば、２０００年の新法制定時には、発電コ
ストが低下しているにも関わらず、むしろ買取価格は引き上げられ
ることとなった。

②「 における固定価格による買取義務づけ制度デンマーク」
１）沿革

１９９３年１月 再生可能エネルギー資源等の利用に関する法律
（ 。いわゆる「風車法 ）施行。政府のREFIT 」
決定する固定価格による風力電力の購入を電力
会社に義務づけ。加えて、１９９１年より、風
力その他の再生可能電力については、補助金、
ＣＯ２税還付の制度がある （対象は発電事業。
者）

１９９９年３月 証書制度への移行を含む電力市場改革に関し、
政府・与党間で合意。

１９９９年６月 電力供給法及び関連法成立。
２００１年１月 ＲＰＳ制度の開始（２００３年１月より完全実

施）を目指していたが、遅延の見込み。

２）現行制度（固定価格制度）の概要
・対象エネルギー：風力

・対象設備：設置年の制限はなし。

・目 標：特になし。

・買取義務：地域の課税前電力価格の８５％での買取り保証義務を
電力会社が負い、料金に転嫁。

・費用負担：発電事業者は、ＣＯ２税の還付及び発電補助金（財源
は電力税）を政府から受ける。

３）現行制度の評価
デンマークは、総発電電力量に占める化石燃料起源の電力の割合

が約９０％（１９９８年）と高く、うち約６割が石炭火力であるた
め（原子力発電は０ 、比較的早くから再生可能エネルギーの導入）
に取り組んで来ており、特に風車法に基づく風力電力の保証価格に
よる買い取りとＣＯ２税の還付等の補助金の組み合わせは、相応の
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効果を発揮し、９８年で１４４万 の導入を達成した。kW
他方、９６年春に政府により公表されたエネルギー長期戦略「エ

ネルギー２１」において、総エネルギー消費量に占める再生可能エ
ネルギー発電量の割合を、９６年の約６％から、２００５年までに
１２～１４％、２０３０年までに３５％まで引き上げる目標が設定
された。

「このような高い目標を達成するためには、現行の固定価格制度
では社会的費用が大きくなりすぎる」との懸念があり、９９年３月
の「電力改革に関する合意」において、現行制度からＲＰＳ制度へ
の移行が明示された。

ただし、当初は 年から段階的に導入し、 年に本格実2000 2003
施する予定であったが、その後の検討において、制度設計の遅れや
風力産業協会等の反対等もあり、導入開始は遅れている。

（２）政府による一括入札と落札価格による買取義務づけの制度： の例英国
１）沿革

１９８９年７月 電力法制定
１９９０年３月 電力法施行。同法に基づき、国務大臣は、地域

配電事業者に対して、電力引取契約（又は自社
発電）により、一定容量以上の非化石燃料電力
源を確保するよう命令することが出来る。
（ ： ）NFFO Non Fossil Fuel Obligation

２０００年７月 電力法改正（証書制度への移行のため）
RO Renewables２ ０ ０ ２ 年 １ 月 Ｒ Ｐ Ｓ 制 度 （ 英 で は ［

］制度という)開始（見込み）Obligation

２）現行制度（ ）の概要NFFO
・対象エネルギー：風力 水力 埋め立てガス 廃棄物燃焼 コジェ、 、 、 、

ネ、バイオマス等（入札の都度、政府が告示）

・対象設備：新規設備（新規プロジェクトの募集）

・目 標：入札の都度、政府が目標量又は入札価格を決定

・買取義務：国務大臣は、地域配電事業者に対して、発電事業者と
の電力購入契約を締結（又は自社発電）することによ
り、一定容量以上の非化石燃料電源を確保するよう、
命令することが出来る （具体的には、政府が一定量。
の非化石燃料による電力を一括入札し、落札したもの
について、地域配電事業者がこれを引き取るよう命
令 ）。

・費用負担：購入価格と卸電力市場価格の差額は、政府が化石燃料
課徴金による収入から補填。
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３）現行制度（ ）の評価NFFO
水力発電については ある程度成功したが )電力供給事業者 義、 、 （a
務対象者）の商業的なフレキシビリティ（自由度）がない、 )電b
力供給事業者がコスト補填をされているため、コスト削減インセン
ティブが働きにくい、 )発電事業者も落札後は長期安定価格が保証c
されるため、コスト削減インセンティブが働きにくい、 )入札契d
約後に設備建設が開始されるため、規制や住民の反対等により落札
しても建設できないケースが少なくなく、実施効率が低い（約５
０％）の問題点が指摘されている。

（３）ＲＰＳ制度： の例豪州、米国テキサス州
①「 におけるＲＰＳ制度豪州」

１）沿革
１９９７年１１月 首相による再生可能電力に関する方針表明
２０００年１２月 再生可能エネルギー法制定
２００１年 １月 同法施行
２００１年 ４月 ＲＰＳ制度開始

２）現行制度の概要
エネルギー：太陽光、太陽熱温水、風力、地熱、水力、埋め

立てガス、下水汚泥ガス、バイオ系廃棄物、自治体固
体ゴミ燃焼、燃料電池等。

・対象設備：１９９７年１月１日以降の新設設備、及び同日以降の
能力増加設備（政府が認定 。）

・目 標：２０１０年までに９５億 を増加（２０１０年のkWh
予測需要量の約４％ 。）

・義 務：１０万 以上の電力を送電網から購入する電力卸kW
売（小売）事業者は、毎年、その年の電力販売量に政
府が決定する比率を乗じた量（クオータ）に該当する
証書を取得し、翌年２月までに政府にこれを提出する
義務を負う。なお、義務の未達がクオータの１０％以
内であれば、罰金なしで翌年に持ち越し可能。１０％
を超えた分については、５７豪州ドル／ の1000kWh
罰金（税込み）を政府に払う。ただし、３年以内にそ
の分を取得達成すれば、罰金の還付あり。

・費用負担：電力小売事業者が電気料金に乗せて、消費者に転嫁。

３）現行制度の評価
現行制度を導入する際の評価としては、 )義務対象者に対してa

大きな自由度が与えられるため、義務対象者がそれぞれ最も望まし
いビジネス目標を追求出来る、 )中央機関が一括して証書を購入b
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し、義務対象者に応分の資金負担を求める方式に比べ、より単純か
つ行政コストが低いとともに、よりコスト削減インセンティブが働
く等のメリットが指摘された。

同制度は、２００１年４月に制度が発足したばかりであり、定量
的評価を行うだけの十分な実績はないが、政府によると、２００１
年の目標は容易に達成できる見込みである。証書価格の急騰その他
の制度上の問題点の発生は報告されていない。

②「 におけるＲＰＳ制度米国テキサス州」
１）沿革

１９９９年９月 電力再編法制定
２００１年７月 ＲＰＳ制度開始
２００２年１月 クオータ義務づけ開始

２）現行制度の概要
・対象エネルギー：太陽光（太陽熱も含む 、風力、地熱、水力、）

バイオマス、埋め立て地からのメタンガス等 等

・対象設備：１９９９年９月１日以降に設置、稼働した設備（ただ
し、既設設備も義務履行の対象となるオフセット制度
あり）

・目 標：２００９年１月１日までに２００万 の再生可能kW
電力の設備を増設（１９９９年実績は、８８万 ）kW

・義 務：電力小売事業者は、販売電力市場におけるシェアに、
毎年度の目標設備量から算定される発電電力量を乗じ
た量からオフセット可能分の発電電力量を減じた量を
クオータとし、それに相当する証書を取得し、翌年３
月３１日までに政府に提出する義務を負う。なお、義
務の未達がクオータの５％以内なら、罰金なしで翌年
度取得分から証書を前借り（ボロウイング）可能。そ
れ以上の未達分については、 ドル／ 又50 1000kWh
は当該期間の証書の平均市場価格の２倍のいずれか少
ない額の罰金を政府に払う。

・費用負担：電力小売事業者が電気料金に乗せて、消費者に転嫁。

３）現行制度の評価
現行制度を導入する際の評価としては、 )政府の介入を最小限a

とするシステムである、 )シンプルかつ機能する直接的なメカニb
ズムである、 )市場機能の活用により、再生可能エネルギー電力のc
導入に必要な費用を最小限と出来る制度である、 )義務達成の方d
法が義務対象者に任された柔軟な制度（自由度が高い制度）等のメ
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リットが指摘された。
同制度は、２００１年７月に制度が発足したばかりであり、定量

的評価を行うだけの十分な実績はないが、これまでのところ、既に
２００２年の導入目標を上回る設備投資が行われている。

（４）自主的な証書制度： の例蘭
１）沿革

１９９８年１月 エネルギー供給企業協会（ ）が、Energie Ned
自主的にグリーンラベル制度を開始

（ 年末までに 億 の導入を目標）2000 17 kWh
２００１年７月 政府によるグリーン証書によるグリーン電力認

証制度を開始（上記の 年末の目標達成が2000
困難な場合、政府はクオータ制による証書制度
を導入する予定であったが、結局、クオータに
よる義務づけはせず、証書によるＣＯ２税の免
除で、ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ付与 ）。

２）現行制度の概要
・対象エネルギー：風力、バイオマス（追加燃焼及びプラスチック

混焼を除く 、水力（出力 以下 、埋め立て） ）15000kW
ガス、太陽光等。

・対象設備：設置年の制限はなし。

・目 標：２０１０年末までに電力消費量に占める再生可能電力
の割合を９％とする （９７年実績は３．５％）。

・義 務：自主的な制度のため、義務は負わない。

・費用負担：自主的な制度であるため、消費者がグリーン電力の購
入を申し込むことにより、電力供給事業者が証書を購
入。通常の電力料金との差額は、当該消費者が負担。
ただし、グリーン証書取得により、当該消費者の消費
電力に賦課されているＣＯ２税（エネルギー規制税)
のうちグリーン電力分は免除。

３）現行制度の評価
現行制度は、自主的制度とはいえ、世界で初めて導入実施された

証書による再生可能電力の導入促進制度として、評価出来る。
また、同制度導入に際しては、市場活用による効率性、証書の活

用による地域偏在性の解消等のメリットが指摘された。
ただし その効果に関しては 制度導入時の２０００年末目標 １、 、 （

７億 、総電力消費量の ％を再生可能エネルギー起源の電kwh 3.2
力とする）は、２０００年末現在で約６割の達成率にとどまった。

なお、同目標達成が困難となった場合には、政府はクオータ制に
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よる証書制度を導入することが出来るとされていたが、２００１年
における導入は、政治的要因により、見送られた。

（５）自主的な固定価格買取制度及び自主的な証書制度： の例日本
１）沿革

１９９２年 ４月 電力会社が、自主的な固定価格買取り制度で
ある「余剰電力購入メニュー」を公表。

２０００年１０月 電力会社が、自主的な「グリーン電力基金」
開始。

２０００年１１月 日本自然エネルギー㈱が、自主的な「グリー
ン電力証書システム」開始。

２）現行制度の概要
・対象エネルギー：

)余剰電力購入ﾒﾆｭｰ：太陽光、風力、一般廃棄物a
（ただし、大規模風力は入札方式）

)ｸﾞﾘｰﾝ電力基金：公共用太陽光、大規模風力b
)ｸﾞﾘｰﾝ電力証書：風力c

・対象設備： )余剰電力購入ﾒﾆｭｰ：設置年の制限はなし。a
)ｸﾞﾘｰﾝ電力基金：新規設備b
)ｸﾞﾘｰﾝ電力証書：新規設備c

・目 標：特になし。

・義 務：特になし。

、・費用負担： )余剰電力購入ﾒﾆｭｰ：電力会社が電気料金に乗せてa
消費者が負担。

)ｸﾞﾘｰﾝ電力基金：消費者が拠出。電力会社も原則同b
額を拠出。

)ｸﾞﾘｰﾝ電力証書：参加企業が負担。c

３）現行制度の評価
余剰電力購入メニューは、一般電気事業者による自主的な固定価

、 、 、格買取制度であり これまでのところ 政府の補助金等と相俟って
我が国における再生可能エネルギーによる電力の導入促進に一定の
成果を挙げて来た（制度が開始された９２年から２０００年現在ま
での間に、太陽光発電は３千 から約 億 に、風力発kWh 0.7 kWh
電は から約 億 に増加 。13kWh 1.6 kWh ）

また、グリーン電力基金、グリーン電力証書の両制度も、それぞ
れ平成１２年１０月及び１１月に開始以来、着実に活動を拡充して
いる。

ただし、新エネ部会報告書でも指摘されているように、今後、新
エネルギーの導入目標に向けて一層の拡大を図るためには、これら
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自主的措置のみでは必ずしも十分とは言い難く さらに効果的な 新、 「
たな市場拡大措置」が必要と考えられる。

Ⅲ．新たな市場拡大措置の類型別評価
１．新たな市場拡大措置の類型

新エネ部会報告書においては、新たな市場拡大措置の検討に際して、一
種の証書制度が「一つの選択肢と考えられるが、真に有効に機能しうる措

、 」 。置を類型にとらわれることなく 幅広く検討することが肝要 としている
同部会の検討過程においては 市場拡大措置のイメージとして オプショ（ 、 、

ン 「特定（導入）計画に沿った購入（＋価格差補填ケース 、オプショA ）」
ン 「購入義務付けケース 、オプション 「クォータ制＋グリーン証書B C」
ケース」の３つの例を提示し、検討している ）。

これを踏まえて今回の検討に際しては、我が国を含め、主要各国におい
て実施されている現行の市場拡大措置、及び今後の導入が提案、検討され
ている新たな市場拡大措置の事例を幅広く集め（注 、各国における評価）
と検討状況について、検証した （別紙参考１、２、３、４）。

（注）日本（余剰電力購入メニュー、グリーン電力基金、グリーン電力
PURPA証書システム、自然エネルギー促進議連法案 、米国（）

NFFO法、テキサス州ＲＰＳ制度 、豪州（ＲＰＳ制度 、英国（） ）
制度、ＲＰＳ［ ］制度 、伊及びデンマーク（固定価格買取制RO ）
度、ＲＰＳ制度 、独（固定価格買取制度 、蘭（自主的な証書） ）
制度）

その結果、独等において既に導入され、風力発電等の促進に大きい効果
を挙げている「固定価格買取り制度 （オプション に相当）と、豪州、」 B
米国テキサス州で既に導入され、また英国、伊等でも移行が決定されてい
る「ＲＰＳ制度 （オプション に相当 」が、実例もあり、効果も期待」 。）C
しうる類型として有望であるとみられることから、この２つの制度につい
て比較評価を行うこととした。

２．評価の基本的視点
新エネ部会報告書は、新たな市場拡大措置の検討に際して、

「対策効果の確実性、電気事業者による電源選択の自由度、コスト削減に
向けたインセンティブ、エネルギー市場における競争関係への影響、国の
財政負担等を勘案することが必要」であるとすると、
「費用負担の公平性の確保、エネルギー市場の自由化との整合性確保と市
場機能の活用、最終負担者となる国民の理解増進 ・・費用対効果及び実、
際の供給実現性 ・・モデルでの実証的検討・・さらに、導入目標全体と、
の関係、エネルギー源毎の導入熟度への配慮、及び・・民間の自主的取組
との関係等についても考慮する必要がある 」としている。。
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これらの視点はいずれも制度導入に当たって十分検討すべき重要な課題
であるが、①「固定価格買取制度とＲＰＳ制度のいずれを導入すべきかの
判断に関わる課題」と、②「いずれの制度を導入するかに関わらず、検討
すべき共通の課題」とに大別される。

具体的には、①としては上記視点のうち 「対策効果の確実性 「電源、 」、
選択の自由度 「コスト削減インセンティブ 「エネルギー市場におけ」、 」、
る競争関係への影響 「費用負担の公平性 「エネルギー市場の自由化」、 」、
との整合性確保と市場機能の活用 「費用対効果 「エネルギー源毎の」、 」、

」 、 、 「 」、導入熟度への配慮 が ②としては 上記視点のうち 実際の供給実現性
「導入目標全体との関係 「国の財政負担 「民間の自主的取組との関」、 」、
係」が挙げられる （ただし、②の共通課題については 「Ⅳ．我が国の。 、
実情に即した新たな市場拡大措置のあり方」における課題そのものでもあ
るので、Ⅳ章において検討する ）。

また、特にＲＰＳ制度については、豪州及び米国テキサス州の導入事例
があるとは言え、いずれも２００１年に開始されたばかりであり、上記の
新エネ部会報告書でも示されているように、当該制度が真に機能するか否
か等について 「モデルによる実証的検討」を行うことは、前提条件等に、

、 。よる一定の制約はあるものの 制度の基本特性を理解する上で有効である

３．具体的評価
（１）固定価格買取制度とＲＰＳ制度との比較評価

①対策効果の確実性
固定価格買取制度は、価格設定を発電事業者にとって十分魅力ある水

準に設定すれば、効果は大きい。ただし、固定価格を常に適切な水準に
設定することには困難を伴い、仮に低すぎる水準に設定されれば、期待
された導入効果が達成されない可能性が高い （このため、目標を確実。
に達成しようとすれば、価格は適切な水準より高目に設定され、しかも
そのまま固定されやすい可能性があり、その結果、社会的コストが膨大
なものとなり、経済効率性を欠く ）。

他方、ＲＰＳ制度は、価格ではなく数量（クオータ）の設定のため、
再生可能電力が期待通りに導入されないというリスクが少ない制度であ
り、効果の確実性の面で優れている。

②電源選択の自由度
固定価格買取制度は、発電事業者からの要請があれば、発電施設に最

も近い系統を管理する電力事業者が固定価格による買取義務を負うこと
から、電力事業者の再生可能電力に関する電源選択自由度は無い。

他方、ＲＰＳ制度は、電力事業者が自ら発電、証書＋電力を購入、証
書のみ購入、の３つの選択肢を有しており、電源選択の自由度は高い。

③コスト削減インセンティブ、市場機能の活用、費用対効果
固定価格買取制度は、固定価格での買取りが保証されるため、発電事

業者側にコスト削減インセンティブが働きにくい。特に、①でみたよう



- 13 -

に、価格が仮に適正な水準より高目に設定された場合には、非効率な設
備の導入が増加する懸念がある。また、一度設定された価格は、発電事
業者等の予見可能性等を考慮すると、機動的な見直しに限界がある可能
性があり、そのような場合には、発電コストが低下しても、最終消費者
のコストは下がりにくい可能性がある。

他方、ＲＰＳ制度においては、現実的な導入可能量を踏まえた適切な
クオータ設定が行われる等の結果、市場原理が有効に機能した場合、義
務対象者たる電力事業者の電源選択の自由等の経営判断上のフレキシビ
リティが確保され、そのことが発電事業者間の競争を促し、コスト削減
インセンティブが維持されるとともに、市場機能の発揮により期待され
る費用対効果の実現も可能となりうる。

④競争への影響、費用負担の公平性
固定価格買取制度では、再生可能電力の発電施設に最も近い電気事業

者が買取り要請に応ずる義務があることから、再生可能電力の地域的偏
在性が、電気事業者間の競争に不均等な影響を及ぼす可能性があるが、
独のように、全国的な費用負担の平準化スキームを適切に設定・運用す
ることで、これは回避できる可能性もある。ただし、現実には、エネル
ギー市場の自由化が進展する下、互いに競合する電力事業者が当該費用
を区分経理し、相互にコスト負担を開示して平準化することがどの程度
可能か、検証する必要がある。また、固定価格買取制度では、買取り義
務はあくまで系統を有する電力事業者に限られるため、電力小売市場に
おいて、系統を有さない電力小売事業者との競争中立性は必ずしも担保
されない可能性がある。

、 、 、他方 ＲＰＳ制度においては 再生可能電力の購入に伴う追加費用は
証書の売買を通じて、地域の差や系統保有の有無を超えて、すべての義
務対象者により費用負担の平準化が図られるため、義務対象者間の競争
中立性、費用負担の公平性の観点から優れた制度であると言える。

⑤エネルギー市場自由化との整合性と市場機能の活用
欧米における新市場拡大措置（特にＲＰＳ制度）は、電力市場改革と

相前後して導入されているが、必ずしもエネルギー市場自由化を前提と
するものではない。

また、新市場拡大措置による再生可能エネルギーの導入促進は、エネ
ルギー価格の上昇を招き、コスト削減を目的の一つとするエネルギー市
場自由化の趣旨に反するとの議論があるが、社会全般の公益的課題とし
ての再生可能エネルギーの導入促進それ自体は、あくまでエネルギーの
安定供給確保、及び地球温暖化問題への対応等が主な目的であり、エネ
ルギー市場自由化とは全く政策目的が異なるため、両者は何ら矛盾する
ものではない。むしろ、再生可能エネルギーの導入を、最も効率的に推
進することは、エネルギー市場自由化の趣旨と共通する課題であり、そ
の意味で、市場機能を活用し、費用対効果を高めようとするＲＰＳ制度
は、エネルギー市場自由化と整合する制度であると考えられる。

⑥エネルギー源毎の導入熟度への配慮
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、 、固定価格買取制度では エネルギー源毎に固定価格を設定できるため
一般的には、それぞれの再生可能エネルギーによる電力の導入熟度に応
じた対策が可能であると考えられる。ただし、①でも見たように、再生
可能エネルギー毎の固定価格を人為的に常に適切に設定することは、相
当の困難を伴うことから、同制度の下でも、熟度差を正確に反映するこ
とには限界がある。

他方、ＲＰＳ制度では、対象となる再生可能エネルギーの種類に関わ
らず、発行される証書は同一のため、基本的には導入熟度による差異は
考慮されない形で証書売買が行われる。仮に、エネルギー源毎の熟度の
差（発電コスト差等）が大きく、市場に任せた場合に、その導入促進の
将来可能性が閉ざされるような場合にも、余剰電力購入メニューや補助
金等の活用による市場機能の補完が有効となる可能性がある。

（２）ＲＰＳ制度の機能性評価（モデルによる検証）
国際的にも現実の実施例が少ないＲＰＳ制度について、その機能性、

実効性を一定の条件を前提として検証・評価するため、以下の参加型モ
デルによるシミュレーションを行った。

①モデルの目的、方法
実際の制度導入後の証書取引の状況に近い環境での実験を行うため、

各関係業界からプレイヤーが実際に証書取引（模擬実験）に参加し、
与えられた役割設定に基づき、局面毎に証書売買等の判断を下すこと
により、制度の適正な運用が可能であるか、制度構築に際して考慮す
べき問題点は何か、等について検証する。

②前提条件
・対象エネルギー：風力発電、廃棄物発電（一般、産廃 、バイオマス）

発電（モデルの簡略化のため、太陽光発電、中小水力発電、地熱発電
は、実験対象から除外した ）。

・導入目標：２０１０年度の新エネ導入目標から算定した新エネ発電電
力量（販売分： 億 ）から既存設備分及び簡略化のために太115 kWh
陽光発電見込み量を除いた 億 万 を２０１０年度までの78 4500 kWh
新規導入目標とした。これを達成するべく、制度開始の２００３年度
から２０１０年度にかけて、毎年度、新規導入量を一定量で増加させ
るよう、各年度目標量を設定。

・クオータの設定：上記で算定された毎年度の目標量を、一般電気事業
者１０社の販売量（見込み）に基づき、比例配分 （一般電気事業者。
以外については、モデルの簡略化のため、対象から除外した ）。

・証書取引の参加者：実験は以下の参加者により、３回実施した。
（第一回）風力発電事業者（２社 、一般廃棄物発電事業者（２社 、） ）

バイオマス発電事業者（１社 、一般電気事業者（１０社））
（第二回）第一回参加者＋産業廃棄物発電事業者（１社）
（第三回）第二回参加者＋一般投資家（２社）

・再生可能電力の供給曲線：エネルギー源毎に、事業者から提出された
、 。 、供給計画及び供給コストに基づき 毎年度の供給曲線を算定 ただし
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当該供給曲線の算定に際しては、補助金及び事業者の利益は０として
kWh算定した また 証書を除く再生可能電力の取引価格は ４円／。 、 、

と仮定した。
・証書発行単位：１０００ 当たり１証書kWh
・証書発行頻度：年１回
・証書の有効期限：２年
・証書取引の種類：長期相対取引、長期市場取引、短期市場取引
・ボロウイング：２０％
・ペナルティ価格水準：証書１枚当たり 円（ 円／ ）15000 15 kWh

③検証結果
・３回を通じ、ほぼ目標値を満たす発電量（証書数）が達成された。

(ただし、必要な系統強化等が整備されることを前提としている。)
・証書価格については、全期間を通じてほぼペナルティ金額より低く推

移し、ペナルティ価格に張り付く現象は見られなかった。特に長期価
格は安定的に推移し、短期価格はその時々の需給を反映して一時的に
ペナルティ価格に近づいた例も見られたが、価格上昇に伴い、証書供
給が増加し、証書価格が低下する等の市場機能が見られた。

・証書取引は、長期の取引比率が８～９割と非常に高く、特に長期相対
取引が７～８割を占めた。これは、早期に安定した価格で証書を確保
したいという電力事業者側の思惑と、設備投資も見込んで安定した価
格で証書を売却したいという新エネ電力供給事業者側の思惑とが一致
したためと見られる。

・３回のシミュレーションで、電力事業者側が証書購入に支払ったコス
トは、２００３～２０１１年度の９年間で、総額約 ～ 億4000 4500
円（年平均 ～ 億円）であった。440 490

・ボロウイングの利用率は、平均して３．６～７．８％となったが、参
加者によっては２０％（上限）まで利用する場合もあった。

Ⅳ．我が国の実情に即した新たな市場拡大措置のあり方
１．新たな市場拡大措置

Ⅱ章及びⅢ章において、特に、固定価格買取制度及びＲＰＳ制度を中心
、 、 、 、に 諸外国の事例も踏まえつつ 詳細な検討を行ったが いずれの制度も

国によって一様ではなく、各国の実情に応じて、固有の設計、工夫が折り
込まれている また 新たな市場拡大措置の導入の目的や背景も 国によっ。 、 、
て必ずしも一様ではない。

したがって、我が国においても、諸外国の事例を参考としつつも、これ
に固執することなく、我が国の実情に即した効果的かつ真に機能する制度
を選択、設計する必要がある。

これまでの検討結果を勘案すれば、対策効果の確実性、電源選択の自由
度、コスト削減インセンティブ、市場機能の活用、費用対効果、競争への
影響（競争中立性）等、総じてＲＰＳ制度が優れていると見られる。
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また、ＲＰＳ制度の問題点として一般に指摘される導入実績の乏しさや
その機能性に対する懸念については、豪州、米国テキサス州においてそれ
ぞれ２００１年４月、７月から実際の運用が開始されており、実績評価を
行うにはなお時間を要するものの、これまでのところ、制度の機能不全等
の問題は生じておらず、特にテキサス州においては、風力発電計画の増加
等、相応の効果が得られているとされている。さらに、モデルシミュレー
ションによる結果も、モデルとしての制約はあるものの、一定の要件が満
たされれば、ＲＰＳ制度はそれなりに機能しうることを示している。

その他の先進国（英、伊、スウェーデン、ベルギー等）でも、固定価格
買取制度又は入札制度から、ＲＰＳ制度への移行を準備しつつあること等
を勘案すれば、導入事例が少ないことのみをもってＲＰＳ制度を採択しな
いことは適切ではない。

他方、固定価格買取制度については、独等において、特に風力発電等に
ついて十分な導入実績を達成していること、一度価格が設定されれば、発
電事業者にとってはリスクが少なく、総じて経済基盤が脆弱な新規の発電
事業者にも参入インセンティブが働きやすいこと（参入者が増えても、買
取価格さえ満たせれば、必ず買取りが保証されている）等から、再生可能
電力の導入が未熟な市場においては、まず固定価格買取制度を導入し、市
場規模が十分拡大した段階でＲＰＳ制度に移行すべき、との見方もある。

確かに、国によっては、独のように固定価格買取制度が十分に機能した
例もあるが、必ずしもすべての国で独のような成果が見られたわけではな
く、例えば伊においては、固定価格買取制度の下では再生可能エネルギー
発電設備があまり増加しなかったとの評価もある。さらに、最近では、い
くつかの主要国で固定価格買取制度等からＲＰＳ制度への移行の動きが見
られること、また、これらは必ずしも固定価格買取制度等の下で十分市場
規模が拡大した段階でＲＰＳ制度に移行するわけではないことに留意する
必要がある。

また、固定価格買取制度においては、 )価格設定をどう適正に設定すa
るか、 )価格設定のみで目標量を確実に達成しようとすれば価格は投資b
インセンティブが十分働く水準に設定せざるを得ないが、どの程度であれ
ば許容可能であるのか、 )人為的に設定される買取価格を、発電コストのc
変化等を反映していかに迅速かつ公平に調整しうるか、 )市場規模がどd
の程度になればＲＰＳ制度への移行にとって十分と見るのか等について、
明確な判断基準がない。このため、仮に買取価格が高目に設定され、コス
ト競争力の劣る非効率な設備が増加する場合には、数量効果はあるとして
も、消費者の負担が必要以上に増大する可能性がある。

ＲＰＳ制度は、証書価格が市場で決定されるため、発電事業者のリスク
は高まるが、それが発電コストの削減インセンティブになるとともに、人
為的に価格を決定する不透明感を免れる利点がある。また、完全な市場主
義ではなく、予め再生可能電力の導入目標に基づくクオータを設定するこ

、 。 、とにより 効率的な目標達成が期待される 先行きの不透明感については
テキサスの経験やモデルの結果からも明らかなように、発電事業者側も電
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力を購入する義務対象者側も、先行きのリスクを最小化するため、長期取
引比率を高める行動を選好しており、相当部分はこれで解消されると見ら
れる。

以上を勘案すれば、我が国においては、ＲＰＳ制度を基本として、以下
のような考え方に基づき、新たな市場拡大措置の具体的な設計を行うこと
が望ましいのではないか。

２．我が国の実情に即したＲＰＳ制度のあり方
（１）制度の基本フレーム

①導入目標
我が国全体の導入目標については、エネルギーの長期需給見通しを

、 、 。踏まえ 経済産業大臣が２０１０年度の導入目標量を定め 公表する

②クオータ量の設定
２０１０年度の導入目標量達成に向けて、発電事業者が需要予測に

基づき円滑に投資計画を策定しうるよう、各年度毎の各義務対象者の
クオータ量は、予め設定されていることが望ましい。

具体的には、各義務対象者の毎年度の電力販売量から既存新エネル
ギー電力販売量を差引いた量に、経済産業大臣が定める義務率を乗じ
て得た数量をクオータ量として算定する方式が一例として考えられる
のではないか。その際、義務率の設定の考え方としては、目標を計画
的・段階的に達成していくアプローチが現実的であることから、制度
開始当初は低めの水準に設定し、事業者等の制度に対する習熟度に応
じて、２０１０年度に向けて逓増的、段階的に数値が高くなるように
設定すべきと考えられる。

③対象電力
対象となる電力は、新エネ法の新エネルギー利用等のうち、主とし

て電気を発生させるものその他のエネルギー資源による電力とする。

具体的には、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、廃棄物発電
（一般廃棄物及び産業廃棄物 、中小水力発電、地熱発電による電力）
（以下「新エネルギー等電力」という）とする。

※産業廃棄物発電に関しては、①一部に経済性の良いものもあり、
これらの扱いについては留意が必要であるが、既存電源に比べれ

、 、 、ば 総じて経済性も普及率も低いこと ②廃棄物資源に関しては
省資源化による排出抑制や再使用、再生利用を優先すべきである
ことはもちろんであるが、他方でどうしても再生不可能な部分も
あり、かつこれらの埋め立て処理のための施設には限界がある。
このため、廃棄物の一定量は焼却処分が不可避であり、そうした
焼却に伴って生ずる排熱を発電に有効利用することは、追加的な
ＣＯ２等を排出するものではなく、環境的にも、またエネルギー
の安定供給の観点からも望ましいこと、等から、従来より新エネ
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、 。 、法の対象として 導入を促進してきたところ 以上を勘案すれば
産業廃棄物発電は、ＲＰＳ制度の対象とすべきと考えられる。

※水力発電に関しては、我が国で最も古い発電方式の一つであり、
特に大規模なものは、既に主要な建設適地の開発が進み、経済性
も普及率も十分高い。他方、中小水力に関しては、規模が小さい
こと等から、大規模なものに比べて経済性が低いが、逆に規模が
小さいが故に、開発ポテンシャルは全国にあり、今後２０１０年
度までに４３地点で建設、１０億 の発電が計画されているkWh
（仮に出力３万 以下を中小水力とした場合の見込み 。これkW ）
は、２０１０年度の太陽光発電の発電目標１６億 の約６割kWh
に及ぶ。また、大規模水力は、大型ダムの建設に伴う環境への影
響が懸念されているが、中小水力はこれに比べて環境負荷が小さ
い。以上を勘案すれば、中小水力発電についても、ＲＰＳの対象
とすることが望ましい。

④証書の発行
・証書の発行は、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する機関が行

う。
・証書の発行対象設備は、経済産業大臣の認定を受けた新エネルギー

、 。等電力設備であって 法の公布日以後に運転を開始するものに限る
・証書の発行対象者は、上記の発行対象設備を用いて新エネルギー等

電力を自ら発生させ、販売する事業者とする。
・小規模な新エネルギー等電力を購入して販売する事業者による代行

も認める方向。
・証書の発行単位は、１０００ とする。kWh
・証書の有効期限は、証書の発行日を含む年度から翌年度末までの期

間とする。

⑤義務対象者
・義務対象者は、一般電気事業者、特定電気事業者、及び特定規模電

気事業者（以下「電力小売事業者」という）とする。

※義務対象としてどの範囲が適当かの議論としては、発電事業者、
、 、又は消費者を対象とすることも考えられうるが 次の理由により

いずれも不適当と考えられる。
まず、発電事業者を義務対象とする場合には、特に小規模発電

事業者を中心に、より小規模で効率の悪い発電施設が建設され、
社会的な効率が悪い可能性があること、その場合、建設は出来て
も、効率の悪い電力が販売出来ない可能性があること等の問題が
ある。
また、消費者を義務対象とする場合には、消費者は直接発生電

源を選択出来ないため 義務履行の保証がないこと 買おうと思っ、 （
ても供給者を選べないため、買えない 、また消費者の数の多さ）
から、制度を管理する行政コストが膨大であり、社会的に効率が
悪いこと等の問題がある。
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他方、小売事業者の場合は、系統を介して発電源、消費者の双
方に密接に連系しており、最も電源選択の能力があるとともに、
消費者を対象とする場合に比べて、行政コストも低く、現実的で
ある。また、欧米主要国でも小売事業者を対象とする国が多い。
以上を勘案すれば、小売事業者を義務対象とすることが適切で

ある。
、 、また 電力小売市場における競争の中立性を確保する観点から

、 、義務対象者たる小売事業者としては 一般電気事業者のみならず
特定電気事業者、特定規模電気事業者も、対象とすべきである。

⑥義務内容
・義務対象者は、毎年度、義務総量（＝当該年度のクオータ量＋前年

度からの累積ボロウイング量［下記参照 ）相当の証書を経済産業］
大臣に提出しなければならない。

・毎年度のクオータ量は、上記②の考え方に基づき、算定される。
・義務対象者は、当該年度のクオータ量について、政府が定める一定

（ 、 ） 、比率 例えば 当該年度のクオータ量の２０％ を超えない範囲で
ボロウイング（義務履行の繰り越し）を行うことが出来る。

⑦義務の履行担保
・経済産業大臣は、正当な理由がなく、当該年度の累積ボロウイング

量が、上限（例えば、当該年度のクオータ量の２０％以内）を超え
る義務対象者があるときは、当該義務対象者に対し、その義務を履

、 、 。行すべき旨の勧告 命令 及び罰則等の措置を講ずることができる

（２）ＲＰＳ制度を有効に機能させるための重要課題
①制度の機動的・弾力的運用

ＲＰＳ制度は、経済産業大臣が、予め達成すべき目標を設定し、市
場での証書取引を通じて、最適なコストによる新エネルギー等電力の
導入を促進しようとするものである。

このため、供給量が目標量を大きく下回る、あるいは上回る場合に
は、証書価格も、特に短期取引価格において大きく変動する可能性が
ある。

仮に証書価格が急騰するような場合には、義務対象者における十分
な証書取得が困難となり、他方、急落した場合には、発電事業者の十
分な資金回収や新規の投資が困難となる。

したがって、ＲＰＳ制度においても、目標さえ設定すれば済むとい
うことではなく、制度の機能を最大限に発揮させるため、ボロウイン
グ 義務履行の繰り越し や証書の有効期限を活かしたバンキング 証（ ） （
書の次年度使用）を認めるとともに、勧告、命令、罰則の適用に際し
ても、こうした需給や価格変動を踏まえて対応をする必要がある。

特に、義務の未達時に未達量に応じたペナルティ金額を支払うべき
、 （ 、制度や 英国のバイアウト・プライス制度 証書を取得する代わりに

政府に未達量Ｘ一定価格で計算される金額を支払うと、義務量を達成
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したとみなす一種の免罪符購入価格のようなものを利用する制度）が
ない場合には、証書価格が際限なく上昇する恐れがあるため、これを
防止するため、例えば、あらかじめ適切な水準で上限価格を設定する
等、何らかの 的なシステム（上限価格コントロール）がsafety net
必要である。

②目標の見直しの検討
ＲＰＳ制度が真に有効に機能するためには、目標の設定に際して、

同制度を活用することにより達成可能な、現実的なものにする必要が
ある。

新エネ部会報告書において設定された２０１０年度の新エネルギー
の導入目標（１９１０万ｋｌ 、及びこれに対応する電力分野の売電）
用電力量（１１５億ｋ ｈ。ただし、中小水力、地熱はこれには含W
まれていない ）は、いずれも、官民の最大限の努力を前提に達成が。
可能と見込まれるものである。

しかし、今後の経済情勢や毎年度の設備投資動向、あるいは立地制
約等の将来の情勢変化があった場合には、供給ポテンシャルが目標量
を下回る可能性もありうる。

、 、 、 、このため ＲＰＳ制度の運用に際しては 経済産業大臣は 毎年度
翌年度以降に供給可能な新エネルギー等電力の発電見通しや発電実績
等に関する調査を行い、供給ポテンシャルを把握する必要がある。

この調査の結果も踏まえて、法施行後、概ね３年を目途に、当初設
定した各年毎のクオータ量の見直しの必要性について検討することが
現実的である。

③系統連系対策
新エネルギー、特に風力発電については、風況に応じて出力が不規

則に推移するとともに、特に風況条件の良い建設適地は送電系統が整
備されていない遠隔地にある場合も少なくないことから、その大規模
な導入を行うためには、周波数変動抑制等の系統安定化や、既存系統
の増強等の対策（以下 「系統連系対策」という ）を講ずることが、 。
必要となる。

こうした系統連系対策がどの程度必要かについては、実際に導入さ
れる風力発電の発電量と当該地域の系統状況（系統全体の送配電量規
模、及び連結する系統の送配電余裕量）によって異なるため、単純に

、 、 、は算定できないが 新エネ部会報告書においては 一定の仮定の下で
kW今後２０１０年度までの１０年間に、風力発電容量を３００万

へと増加させる場合に必要とされる系統連系対策費用の規模を、約２
２００～５５００億円と試算している。

風力発電の大規模な導入を行うためには、こうした費用負担を正確
に把握し、かつ風況適地の地域的偏在等に基づく費用負担の偏りが生
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じないよう、公平かつ公正に負担がなされる仕組みが不可欠である。
また、ＲＰＳ制度は、系統連系対策の費用を証書価格に転嫁しうる

場合には、証書取引を通じて、地域的な負担の偏りを補正するメカニ
ズムを有しているが、かかる費用負担額が高額な場合には、風力発電
コストを押し上げ、その導入促進の足枷となることも懸念される。し

、 、 、たがって その費用負担のあり方について 国の関与の必要性も含め
慎重に検討する必要がある。

いずれにせよ、系統連系対策は、電力全体の系統ネットワークの整
備・運用のあり方の検討の過程で適切に位置づけられるべきものであ
る。

以上を踏まえ、今後、必要な系統連系対策の内容及び費用規模、並
びにその実施・負担のあり方等について、引き続き検討を行う必要が
あるが、そうした検討による方向性がまとまるまでの間（３年間を目
途 、新エネルギー等による電力の導入目標量は、原則として、風力）
発電の連系に伴い特段の系統対策が生じない範囲にとどめることが現
実的である。

④発電事業者、電力小売事業者、消費者及び国の役割
新エネルギー等による電力の導入を促進するためには、特に発電事

業者における発電コストの低減や積極的かつ効率的な事業展開、電力
小売事業者における電力の買取り条件の明示等による円滑な買取り努
力やクオータの着実な達成、最終的な費用負担者となる消費者として
の国民や事業者における理解増進と負担に関する合意の形成等が必要
であるとともに、国も政策主体としての役割を認識し、ＲＰＳ制度の
円滑な運営や、必要な政策支援について、積極的に取り組む必要があ
る。

⑤民間の自主的取組との関係
我が国の電力各社は、余剰電力購入メニュー（太陽光、風力、廃棄

）、物等により発電された余剰電力を固定価格で自主的に購入する制度
グリーン電力制度（一般消費者を対象とするグリーン基金と、企業

を対象とするグリーン電力証書制度がある）といった自主的な取組に
より、新エネルギー等による電力の導入促進に貢献してきている。

新エネルギー等の導入拡大を円滑に行うためには、国民の理解を促
進し、社会的素地を形成していくことが不可欠であり、民間における
こうした自主的な取組は、かかる方向に資するものとして、高く評価
される。

特に、余剰電力購入メニューは、政府による補助金交付等の支援策
と相俟って、近年の我が国における太陽光発電、風力発電及び廃棄物
発電の導入量の増大に大きく貢献してきた。太陽光発電に関しては、
その他の新エネルギー等電力に比べ 依然として発電コストが高い 風、 （
力の ～ 倍以上、廃棄物の 倍以上）こと等から、引き続き、政2 4 4
府の支援策とともに、当分の間 制度との併用により、その導入RPS
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促進を図ることが期待される。

また グリーン電力制度は 一般消費者や企業による自発的なグリー、 、
ン選好の需要に対応して基金等を集め、新エネルギー等のエネルギー
による発電を支援するものであることから、電力小売事業者がクオー
タ達成のために証書を購入するＲＰＳ制度とは、独立の意義を有する
ものである。ＲＰＳ制度等の証書制度（国によって名称が異なる）や
固定価格買取制度を既に導入している欧米諸国においても、これら制
度と民間の自主的取組は併存しており、相互に矛盾することなく機能
していることから、我が国においても、今後ともこうした自主的取組
に期待する効果は大きい。

３．今後の課題

電力分野における新市場拡大措置、特にＲＰＳ制度については、欧米諸
国においても導入又は検討の緒についたところであり、必ずしも成熟した
制度とは言い難いが、その期待される特性や効果に鑑み、我が国の実情に
即した制度をいち早く構築し、導入を開始することが望まれる。

ただし、新制度導入後、概ね３年を経過する時点をとらえ、その制度の
成果全般について検証することが必要である。

具体的には、義務対象者等のコスト負担のあり方、市場拡大措置の対象
となる電力の範囲、系統対策のあり方等について検討すべきである。

また、今後地球温暖化問題に関する国際的な合意の内容を遵守するため
に、新たに包括的な環境・エネルギー政策が導入される場合には、これら
の新市場拡大措置（ＲＰＳ制度）との整合につき、必要な検討を行うこと
が求められる。

おわりに
本年（平成１３年）１１月に開催された気候変動枠組条約・第７回締約国会議

（いわゆるＣＯＰ７）においては、京都議定書の中核的要素に関する基本的合意
（ボン合意）を法文化する文書が採択され、京都議定書の実施に係るルールが決
定された。地球規模での実効的な温暖化対策のためには、米国や途上国も含む全
ての国が参加する一つの国際的枠組みが重要であり、我が国としては、その実現
に向けて、引き続き最大限の努力をしていく必要がある。
同時に、我が国は、京都議定書の目標を達成するための国内制度に総力で取り

組む必要がある。

また、我が国のエネルギーの安定供給確保に関しては、石油危機以降の積極的
な取り組みにより エネルギーの多様化は確かに進展しているものの エネルギー、 、
輸入依存度は約８１％と極めて高く、原油の輸入依存度もその約８５％を中東に
依存している。特に今後においては、アジア諸国の経済成長に伴う中東からの原
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油輸入の増大を勘案すれば、安定供給確保の重要性は益々高まることが予想され
る。

こうした中、資源制約が少ない国産エネルギーであって、追加的なＣＯ２の排
出がない石油代替エネルギーである新エネルギー等の導入促進は、一層重要かつ
喫緊の課題となっている。

このため、本小委員会において検討された電力分野における新たな市場拡大措
置（ＲＰＳ制度）について、早急に具体的な制度設計及び導入を図ると共に、本
年６月の新エネ部会報告書において提言されたその他の新エネルギー導入に向け
た対策についても併せて早急に具体化、実施することにより、２０１０年度にお
ける新エネルギー導入目標が着実に達成され、さらには我が国のエネルギー政策
の「環境保全や効率化の要請に対応しつつ、エネルギーの安定供給を実現する」
という基本目標の達成に資することを強く期待するものである。

以上


